
帝国書院の教科書『社会科 中学生の歴史』の監
修を務める黒田日出男先生に、教科書作りに対す
る思いから子ども時代のこと、これからの社会に
ついて、お話をうかがいました。

１．�子ども時代のエピソードや、ご専攻の
歴史研究について

――どのようなお子さんでしたか。
　東京で商店を営む家の次男として生まれました。
幼少期の大きな出来事は、小学２年生の時に荒川
に転落しましたが、辛うじて助かったことです。
その体験によって、生かされた意味や自分なりの
使命があるのではと考えるようになったのです。
中学生になると、将来の仕事として弁護士か日本
史家になろうと考えるようになりました。
――絵巻物などの絵画史料を対象とした研究を進
めるきっかけとなったことを教えてください。
　小学生の頃から絵が好きで、それが絵画史料論
に挑戦する「下地」になりました。早稲田大学の
院生時代には、当時の学界の主流は社会経済史で
したので、「中世の開発」について研究し、『日本
中世開発史の研究』という最初の著書にまとまり
ました。
　次のステップですが、従来の日本史学では、絵
画を歴史の史料として読む史料学が未開拓状態で
したので、自分の適性と好みにあったテーマだな
と考えるようになり、手探りで絵画史料論の模索
を始めたのです。
　41歳の時、最初の著書で第７回角川源義賞を
いただき、その授賞式で「これからは絵画史料論
に挑戦したい。賞金はそのために使う」と宣言し
ました。それ以来、今日までずっと一貫して絵画
史料論と歴史図像学に取り組んできました。学問
にとって一番大切なのは、研究を持続することだ
と私は思ってきたからです。どんなことでもそう
ですが、すぐに飽きては駄目ですね。

２．�中学校社会科の教科書作り 
について

――教科書を作る上で、黒田先生の「思い」とし
て大切にされてきたことは何でしょうか。
　声を出して読むか、黙読するか、そのいずれで
も本文がスムーズに読めることを重視しました。
教科書の基本は、歴史の因果関係、歴史の論理を
はっきりと読み取れる記述にすることです。生徒
が一人で読んで歴史の論理が把握できる、「自習」
できる教科書を目指しました。それと、帝国書院
の教科書は、挿絵や図版が本文の記述ときちんと
関連し合っていることも特徴の一つだと思います。
――教科書を通して、子どもたちに「育ってほし
い」と思われていることは何でしょうか。
　歴史を論理的に把握でき、かつ歴史を発見的に
見ることのできる人間になってほしいと思ってい
ます。
――歴史の研究成果を教科書に反映させる上で、
ご苦労されたことを教えてください。
　一例として神護寺の「伝源頼朝像」の場合があ
ります。美術史の米
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さんが、「伝源頼朝像」
は「足利直義像」、「伝平重盛像」は「足利尊氏像」、

「伝藤原光能像」は「足利義詮像」であると指摘し、
大反響がありました。しかし、永らく「伝源頼朝
像」とされてきましたので、世の中の皆さんは、「や
はり源頼朝像なのでは」と旧説に舞い戻ってしま
いがちになります。確かな証拠のない通説にとら
われたままになってしまうので、それでは駄目です。
　そこで私は、その堂々巡りを解決するには、源
頼朝像として最も確かな肖像を特定することが必
要だと考えました。すなわち、甲斐善光寺蔵の源
頼朝像に着目し、その像が、源頼朝の死後まもな
く制作された彫像であること、妻の北条政子の願
によって造像されたことを指摘したのです。その
武骨な顔は、神護寺の「伝源頼朝像」と全く似て
いません。
　こうして私は、源頼朝の顔や姿をよく示してい
る甲斐善光寺の源頼朝像を、帝国書院の教科書に
示したのです。

歴史教育は、子どもたちが歴史の

確からしさを実感し合う場です。
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　国宝神護寺三像についても、南北朝期の貴重史
料である『夢中問答集』や『梅松論』などの記述
を丹念に読み込みました。その結果、足利直義が
自分と兄足利尊氏の肖像を〈対〉にして、神護寺
に安置したこと、尊氏像は、尊氏と八幡大菩薩の
ダブルイメージであり、直義像は、直義と聖徳太
子と弘法大師のトリプルイメージであるとする仮
説を得ました。詳細は拙著『国宝神護寺三像とは
何か』の第七章～第十章を御覧ください。
　国宝神護寺三像についての米倉説とそれを裏付
ける黒田説については、今後さまざまな検討や批
判が出されるでしょう。学問的論争は大歓迎です
が、大筋は動くまいと思っています。
　ともかく源頼朝の最も確かな肖像彫刻を、教科
書に示すことができたのはとても嬉しいことでした。
――歴史研究と歴史教育の違いとして、特に大切
だと思われていることは何でしょうか。
　歴史研究は、確からしい仮説を生みだし合って
いく研究者たちの「戦場」です。それに対し歴史
教育は、子どもたちが歴史の確からしさを実感し
合う場です。どのように実感し合えるか、納得で
きるかは、教師と生徒たちがどこまで「共振」で
きるかにかかっているでしょう。

３．�教科書を使って学ぶ子どもたちと 
先生方に向けて

――教科書を通して、子どもたちに具体的に身に
つけてほしいことは何でしょうか。
　一つ目は、自分で調べる癖をつけること、二つ
目は、疑問を感じたら、それらの疑問点は忘れな
いようにメモしておくことですね。インターネッ
トの情報をそのままうのみにせず、自分で考え、
調べることが必要です。疑問を持ち続けると、そ
れが後になって、新しい史料や情報に出会い、解
決できることがあります。とても興奮しますよ。
　ですから私は、疑問に思ったことはメモして、
袋に溜めておきます。研究をしていると、いろい
ろなところで疑問が生まれますが、それらを気に
していると、前に進めなくなってしまうことがあ
ります。なので、すぐに解決できない疑問はしっ
かり袋に入れておきます。そうして別の研究に取
り掛かっていると、疑問点を解くことのできる史
料や情報がふいに目に飛び込んでくることがあり
ます。きっと無意識で気にしているからなので
しょう。少年時代に抱いた疑問は、大人になって
から解決できることがあるのです。疑問点は取っ

ておいて、一つずつ解決していきましょう。
――授業を通して「歴史を見る目」を育てるのに
必要なことは何でしょうか。
　教科書の記述に「謎」(歴史記述の隙間・割れ目)
を見つけること、そして「歴史を見る目」は多様
であることに気付くことです。でも他方で、歴史
の定説や通説はそれとしてしっかりと理解し、そ
の上で「謎」に迫ってみることが必要だと思います。
　私の場合は、絵画史料表現からのさまざまな

「謎」を見つけて研究していますが、帝国書院の
教科書のイラスト資料「タイムトラベル」につい
ても、いろいろな「謎」を発見することができま
す。それらを繰り返し調べていくと、自然に「歴
史を見る目」が育ってくるのではないでしょうか。
――デジタル教材やパソコンを使っての学習の進
展についてのお考えをお聞かせください。
　パソコンで得られる情報に限界があることは、
皆さんもすぐに分かるはずです。結局、自分の疑
問は自分で調べ、よく考えて解くしかないのです。
　先日も、次の著作で検討する屛風に疑問点が
あって、インターネットでも繰り返し検索してい
たら、ある美術館の図録に行き着きました。しか
し、そこからが肝心です。自分の読解力で勝負し
なければなりません。つまり、インターネットで
はいろいろな気付きが得られますが、それらから
自分なりの思考や調べを重ねていくことが大切な
のです。インターネットに書かれていることの受
け売りで終わるのではなく、さらに追究していく
癖を身につけてください。
――これからの社会を担う人間として、ぜひ育て
たいことは何でしょうか。
　何であれ、自分のやりたいと思ったことを持続
することが大切なのではないでしょうか。ただし、
やみくもに続けるのではなく、時期を区切って目
標を立て、それを一つずつ片付けていき、次の課
題へとつなげていく姿勢が大切だと思います。

インタビューを終えて―
黒田先生ご自身の探究心と歴史教育への情熱が印象的でし
た。読んで分かる教科書を編集することの大切さを改めて
感じました。
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奥州藤原氏を滅ぼした後
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お　きの くに

紀伊国
き　いの くに

後鳥羽上皇が
流された場所

ご と ば じょうこう

ひら いずみ

鎌倉幕府
かまくら

六波羅探題
ろく は ら たんだい

承久の乱以前から北条氏一族が
守護であった国
承久の乱以後から北条氏一族が
守護となった国（以前は守護不在）
承久の乱以後に守護の交代が
あった国
承久の乱以後に北条氏一族への
守護の交代があった国

ほうじょう

しゅ ご

� ���km

→　承
じょう

久
きゅう

の乱
らん

前後の日本　　　　　
　　　　 　北

ほう
条
じょう

氏の勢
せい

力
りょく

の広がりを確
かく

認
にん

しよう。

8
資料活用

→　農 民 の 訴
そ

状
じょう

　
1275年、紀

き
伊
いの

国
くに
（和

歌山県）阿
あ

氐
て

河
がわの

荘
しょう

で、
農民が荘

しょう
園
えん

領
りょう

主
しゅ

に地
じ

頭
とう

の乱
らん

暴
ぼう

な支
し

配
はい

につ
いて訴

うった
えました。訴

状には、地頭の労
ろう

役
えき

などのため年
ねん

貢
ぐ

を一
部納

おさ
められないこと

や、地頭に脅
おど

される
ことなどが書かれて
います。

9

〔国宝和歌山県 高野町 高野山金剛峯寺蔵〕

一 、頼
より

朝
とも

公
こう

の時代に定められた、諸
しょ

国
こく

の守
しゅ

護
ご

の職
しょく

務
む

は、国内の御
ご

家
け

人
にん

を京都の警
けい

備
び

にあ
たらせること、謀

む
反
ほん

や殺
さつ

人
じん

などの犯
はん

罪
ざい

人を
取り締

し
まることである。

一  、武
ぶ

士
し

が20年の間、実
じっ

際
さい

に土地を支
し

配
はい

して
いるならば、頼朝公の時代の例に従

したが
って、

その土地の支
し

配
はい

を認
みと

める。
一 、女

じょ
性
せい

が養子を迎
むか

えることは、律
りつ

令
りょう

では許
ゆる

さ
れないが、頼朝公の時代から今

こん
日
にち

まで、子の
いない女性が土地を養子に譲

ゆず
ることは、武

ぶ
家
け

社会のしきたりとして数え切れないほどある。

御
ご

成
せ い

敗
ば い

式
し き

目
も く

（貞
じょう

永
え い

式目）

　皆
みな

の者よく聞きなさい。これが最後の言葉であ
る。亡

な
き頼

より
朝
とも

公
こう

が朝
ちょう

廷
てい

の敵
てき

を倒
たお

し、幕
ばく

府
ふ

を開いて
から、官位や土地など、その御

ご
恩
おん

は山よりも高く
海よりも深い。この御恩に報

むく
いる心が浅くてよい

はずがない。…名
めい

誉
よ

を失いたくない者は、敵を討
う

ち幕府を守
まも

りなさい。
 〔『吾妻鏡』より、一部要約〕

北
ほ う

条
じょう

政
ま さ

子
こ

の言葉
（1221（承

じょう
久
きゅう

３）年５月19日）

源頼朝、征夷大将軍、御恩と奉公（小）小学校 ⃝ 地理 ⃝ 公民 ⃝ 他教科との関連

↑　鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

の将
しょう

軍
ぐん

と御
ご

家
け

人
にん

の関係　御家人とは、鎌倉幕
府に従

したが
う武

ぶ
士
し

のことです。

2

将　軍

御 家 人

奉
公

ほ
う
こ
う

ご 

お
ん

御
恩

京都・鎌倉
を警備する

戦があれば
将軍のため
に戦う

先祖代々の
土地を支配
することを
保障する

新たな土地
を与える

せん ぞ

けい び

いくさ

あた

ほ しょう

武
ぶ

士
し

たちは、
どうして幕

ばく

府
ふ

に
従
したが

ったのかな。

↑　武
ぶ

士
し

の館
やかた

　筑
ちく

前
ぜんの

国
くに
（福岡県）の武士の館です。見

み
張
は

り台など、自
じ

身
しん

の領
りょう

地
ち

を守るための工
く

夫
ふう

がみられま
す。〔『一遍上人絵伝』 神奈川県 藤沢市 清浄光寺（遊行寺）蔵〕
1

国
　宝

小 地 公

→　源
みなもとの

頼
より

朝
とも

（1147〜99）
〔山梨県 甲府市 
善光寺（甲斐善
光寺）蔵〕

3

鎌鎌倉倉をを中中心心としたとした
武武家家政政権権3
なぜ、武士が政治の実権を握るよう

になったのだろうか。
1節の問い
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